
様式第２号（第３条関係） 

 

放 送 番 組 審 議 会 会 議 録 
 

会議名称 令和２年度第１回大滝ケーブルテレビ放送番組審議会 

議  題  報告第１号 市内未整備地域における光ファイバー網の整備について 

開催日時 令和２年８月１８日（火） 午後３時００分～午後３時４０分 

場  所 大滝基幹集落センター２階 第２研修室 

出席者 

 出席者５名 

所管部課名 大滝総合支所 地域振興課 地域住民係 

公 開 

非 公 開  

の 別 

 ■  公 開 傍聴者の人数  ０人 

 □  非公開 非公開の理由  

 【会議の概要】 

１．開 会 
大滝ケーブルテレビ放送番組審議会規則第６条第２項の規定により会議成立の

旨、事務局から報告。 

 

２．支所長あいさつ 

 

３．会長・副会長の選任 

    支所長が仮議長となり会長・副会長の選出を行う。 

会長には「本田浩美氏」、副会長には「安藤明氏」を推薦する意見があったこと

から決定する。 

 

４．会長あいさつ 

    任を受けましたので、微力ではありますが皆さんのご協力のもと務めさせていた

だきます。 

本日は、皆さんが待ち望んでいた光ファイバーの関係なので、ご審議の程よろし

くお願します。  

 

５．署名人の選任 

     審議に先立ち、会議録署名人に浅田委員、宇佐美委員を指名 

 

６．議 題 

報告第１号 市内未整備地域における光ファイバー網の整備について 

  総務部より説明 

 

○質疑応答 

会 長：ご意見、ご質問はありませんか。 

委 員：示されているスケジュールは順調に進んでいるのか。 

総 務 部：順調に進んでいる。 

 



 

委 員：既存光ファイバーケーブルは耐用年数の20年を過ぎていると書いてある

が、整備後の20年先も更新しなければならないのか。 

総 務 部：自営のケーブルではなくなるため、更新はない。 

委 員：インターネットとテレビの視聴は統合されるのか。 

総 務 部：光回線を利用したテレビの視聴方法、いわゆる光テレビを提供してい

る自治体もあるが、大滝区については提供エリアにはなっていないの

で、今後、提供可能になるのか確認していくが、従来どおりの同軸ケ

ーブルで視聴する方法と比較して検討していく。 

委 員：整備後は伊達市から事業者へ負担金は発生するのか。 

総 務 部：整備当初だけ発生し、それ以降は発生しない。 

委 員：今までは同軸ケーブル１本でテレビとインターネットをやっていた

が、今回整備されたら光回線が追加されて、さらに固定電話を持って

いる人は家に３本引き込む形になるのか。 

総 務 部：そうなるが、事業者では光回線を使用する光電話というサービスも提

供しており、光電話を利用すれば今の電話料金よりも安価になった

り、引き込みケーブルの本数も増やさなくて済むという利点はあると

思われる。 

委 員：サービス内容を聞く機会として、事業者側の説明会はあるのか。 

事 務 局：説明会は特にない。しかし、光テレビを導入することになった場合

は、現在テレビのみ契約している方々には何らかの説明は必要だろう

と考えている。 

委 員：光テレビになると４Ｋ放送は視聴できるのか。 

総 務 部：視聴可能である。 

 

  

７．その他 

  なし 

 

８．閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


